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１．はじめに 

 

道路案内標識の役割は、今走っている道路がどこ

であるのか、どこで曲がるべきなのか、どこで停止

すべきなのかの情報を提供するものである。近年の

カーナビの普及に伴い、道路案内標識は従来の意味

とは異なった意義付けが求められている。それは、

従来の路線主義、地名主義といった議論に加えて、

曲がるべき交差点名の明示化および走るべき路線の

明確化の必要性が高くなっていることである。 

また、平成元年より進められている、標識点検と

案内標識の改善計画による整備については一定の進

捗を示し、案内標識の整備率は徐々に向上してきて

いる。整備が進んだ上で顕在化してきている問題点

は、  

①道路管理者間での方向性のずれ  

②補助幹線等の路線の整備率の低さ  

③目標地への誘導を行う場合の同定性の不備  

等である。上記について、現状の案内標識による案

内方法の問題点について、実際の案内状況の具体例

を示した上で、交差点名を基本とした案内のネット

ワーク化について提案を行うものである。 

また本件は、実際の標識設置を行う立場の者とし

て、案内標識の設置、補修等を行ってきた経験によ

り、計画段階での問題点について考察を行ったもの

である。 
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２．案内表示の具体例 

 

（１）適切な通過目標地がある場合 

－国道４７１号の状況－ 

 国道４７１号の岐阜県北部区間は、飛騨市神岡よ

り高山市奥飛騨温泉郷に向かう路線である。その先

は国道１５８号安房トンネル経由で長野県松本市に

向かうことになる。この路線は飛騨市、高山市の外

縁部を通過する路線であり、それらの市を案内する

ことは不適当である。しかし、国道１５８号との交

点部に一般地の“平湯”があるため[松本・平湯]を

案内しており、わかり易い案内となっている。 

 

 

 

図.２ 国道４７１号の案内内容 

平湯 

図.１ 国道４７１号岐阜県北部部の状況 



（２）適切な通過目標地がない場合 

－国道３６３号の状況－ 

 国道３６３号の岐阜県内の区間は、愛知県瀬戸市

より土岐市、瑞浪市、恵那市の外縁部を通過し中津

川に向かう路線である。さらに、終点の中津川市に

ついても、大型通行止めの峠部を通過しなければな

らないため、愛知県から恵那市方向に向かう交通に

対して適当な案内目標地はない。このような路線の

場合は、“正解”がない為どんな表示も問題が生じ

る。現状は、中津川・明智(明智は恵那市の大字)を

表示しているが、中津川は誘導できないため、途中

の県道経由の案内を行っている。 

 

 

 

（３）岐阜市の市街地案内 

 岐阜市は、初期のバイパス整備が済んでおり、直

轄国道２１号は市の中心部を通過しないで走行でき

るようになっている。しかし、市内に適切な目標地

がないため、バイパス部より市の中心部方向への路

線の大半が[岐阜市街]の案内となっている。このた

め、岐阜市内を目的地とする外来ドライバーにとっ

て、どこから市の中心部に向かえばよいのかが、明

確でない。（図.５） これは中堅クラスの都市に

とって共通の問題点と推測される。 

 

 

（４）地元の意向 

 国道１９号の長野県境の岐阜県側では、その先の

重要地“塩尻”と主要地“南木曽”を案内している。

今回の合併以前のことであるが、先の坂下町より要

望があり特例的に、図.６に示す案内を追加してい

る。 

 表示地名数の問題で、主要幹線上では遠くの有名

な地名を案内することになっている。ところが、地

元自治体としては、何らかの案内が必要と考えるた

めに、変則的な案内が行われることがある。 

 

 

（５）その他の問題点 

 案内標識の経路案内を行う、１０５、１０８系の

案内標識が“方面と方向”と呼ばれていることに象

徴される問題点である。道路管理者は案内標識が必

県境前の106標識 

 坂下町を示す補助標識 

図.６ 岐阜県の長野県境付近の標識 
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図.５ 国道２１号の岐阜市内方向が 

案内されているルート 

図.３ 国道３６３号岐阜県南部の状況 

図．４ 国道３６３号の表示内容 

県道経由の 

補助標識 

土岐市内の案内表示内容 



ずしも“誘導”を行うものとは考えていないこと、

つまり、路線の方向を示すことが目的であり、表示

した目標地への最適ルートを示す必要はないと捉え

ているケースがままあることである。 

 対して、その道に不案内なドライバーの場合、案

内標識で示される目的地は、その路線を経由すれば

目標地に到達できる、つまり、適切に誘導されてい

ることを期待している。この道路管理者と道路利用

者との標識についての捉え方の違いも問題である。 

 

 

３．交差点名を基本とした案内システムの提案 

 

 標識設置基準には、適当な目標地がない場合、先

の道路名称や道路番号を案内することが指示されて

いる。また、表示の具体例の図中では、交差点名に

て誘導を行う例も表示されている。しかし、道路名 

称や道路番号の案内をされている場合はその路線の

どの交差点に向かうのか不明である。また、対象路

線と平行な路線の場合の表示は不適当となる。さら

に、交差点名の表示については、具体例が表示され

ているのみで、実際の案内標識に表示されている例

は少ないと思われる。 

 また、政令指定都市など大きな都市の場合、地名

や町名を目標地とすることになっているが、その場

所に到達したことを示すルールはない。これは昨年

国土交通省道路局で行われた”わかりやすい道路案

内標識に関する検討会”においても[同定性の向上]

の表現で提言されている。 

 

 

目標地とされる地名の場所に関する一般的なイメ

ージは、その地名を冠した駅の周辺地域と捉えられ、

実際の住所とは異なっているケースが多く、そのこ

とが更に同定性の維持についてマイナスの要因にな

っていると推測される。以上を考慮した上で、今後

の目標地の基本システムとして交差点名を基本とし

たシステムを提案する。これは、案内標識内に図.

７のような表示を行っていくものである。 

 また、現状の案内標識のシステムについては、あ

る程度確立しており、そのシステムにて問題のない

路線については、図.８の例に示す補助的な表示を

付加するのみで対応することも可能と考える。 

 

 

本件の提案について実現すべき条件は以下のとお

りである、 

 

（１）案内対象交差点の確定 

• 管内の主要幹線、幹線等の交差点に対して重要

交差点、主要交差点の２種類程度の分類で、案

内が必要な交差点を選定する。 

• 主要幹線同士、及びそれに準ずる交差点を重要

交差点とする(県内 30～50 ヶ所程度) 

• 上記以外の主要幹線、幹線道路上の交差点より

案内目標に用いる交差点を主要交差点とする 
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図.９ 交差点選定イメージ図  

図.８ 補助標識設置イメージ図  

図.７ イメージ図 
この時、交差点名に交差側路線番号を併記する  

 



（２）対象交差点の名称に関する規則 

• 重要、主要交差点は、その場所を特定しやすく

覚えやすい名称とするため 大字＋２文字 又

は大字＋小字の略称 を用いて４文字程度の名

称とする。 

• 妥当な名称がすでに他の主要以外の交差点で用

いられている場合は、重要、主要交差点を優先

し他の交差点の名称を変えることも必要である 

• 重要、主要交差点にすでに他の名称がついてい

る場合も、その場所を特定する為に必要な変更

であればこれを変えることとする。 

（旧名称に関する補助標識を設置する、地図メ

ーカーに情報提示等必要な処理は行う） 

 

 

（３）表記方法 

• 経路案内に用いる場合は、交差点名称であるこ

とを明示するため、外枠を表示し交差路線番号

を併記する。（図.７） 

• 重要、主要交差点については、通常の信号機添

架の板のほかに、視認性の高い表示板を設置し

誘導地到着の確認が出来るようにする。 

(図.１１) 

 

• 重要交差点については交差点自体の予告標識を、

適時設置する。交差点形状が複雑である場合な

ど(右折多車線等)についてはこの標識にて早め

に、道路利用者に通知することも有効。 

(図.１２) 

 

 

４．おわりに 

 道路案内標識における問題点のひとつに、道路管

理者間の情報共有不足による目標地の不整合がある。

 岐阜県では一昨年前より、国道代表事務所の岐阜

国道事務所と岐阜県庁の道路維持課を主体とした案

内標識に関する検討協議会が定期的に開催されてい

る。それ以前より全国的に”標識適正化委員会”が

組織されているが、定期的に開催し、道路管理者間

の意思統一機関としての役割を担っていたわけでは

なかった。岐阜県の協議会においては、国道事務所

や県の建設事務所、市の建設課との連携を十分に考

慮し、県内の統一した方針づくりを目指して進めら

れている、これは道路利用者にとっても非常に有益

なことであるので、今後とも継続することが望まれ

ます。 
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図.１１ 交差点名表示イメージ図 

図.１２ 交差点名予告表示方法のイメージ 

図.１０ 交差点名称名付け規則に関して 


